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応
永

の
乱
関
係
軍
記
に

つ
い
て

『応
永
記
』

か
ら

『堺
記
』

へ

安

野

博

之

は
じ
め
に

 
応
永
の
乱
は
、
室
町
幕
府
に
対
す
る
有
力
守
護
大
内
義
弘
の
反
乱
で
あ

り
、
そ
の
顛
末
を
記
し
た
も
の
が

『応
永
記
』
及
び

『堺
記
』
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
後
期
軍
記
の
中
で
も
文
芸
的
興
趣
に
乏
し
い
と
さ
れ
、
研
究
論

文
も
先
行
す
る

『明
徳
記
』
に
比
し
て
格
段
に
少
な
い
。
そ
の
中
で
、
小

林
賢
章
氏
は
応
永
の
乱
関
係
軍
記
の
諸
本
を
五
種
に
分
類
し
、
そ
の
系
統

を
中
国
故
事
や
慣
用
句
の
検
討
に
よ
り

『応
永
記
』
が
増
補
改
訂
を
経
て

『堺
記
』
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
従
来
定
説
と

さ
れ
て
き
た
加
美
宏
氏
の

『堺
記
』
を
第

一
類
と
し
、
『応
永
記
』
を
第

二
類
と
す
る
分
類
や
、
冨
倉
徳
次
郎
氏
、
加
地
宏
江
氏
の
い
う

『堺
記
』

を
整
理
す
る
形
で

『応
永
記
』
が
成
立
し
た
と
い
う
見
解
を
否
定
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
管
見
の
限
り
以
後

〈応
永
記
〉
(以
下
こ
の
表
記
で

『堺

記
』
を
含
む
応
永
の
乱
関
係
軍
記
を
総
称
す
る
)
に
関
す
る
論
稿
は
な
く
、

そ
れ
ゆ
え
小
林
氏
の
説
が
十
分
正
鵠
を
得
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は

論
じ
ら
れ
ず
、
異
説
と
し
て
の
扱
い
し
か
受
け
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

け
だ
し
、
小
林
氏
の
説
は
ほ
ぼ
納
得
の
い
く
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ

て

〈
応
永

記
〉

研
究

は
根
本

的
な

見
直

し
が
必

要

と
な

っ
て

い
る
。

 
近

年
室

町
軍

記

の
紹

介
、

翻
刻

が
多

く
な

さ
れ
、

や

っ
と

こ

の
分

野

に

も

目
を

向

け

ら
れ

る

よ
う

に
な

っ
た

に
も

か
か
わ

ら
ず

、

〈
応
永

記

〉

に

つ
い

て
は
ほ

と
ん
ど
顧

み
ら
れ

る
こ

と
が
な

い
の
は
残

念

に
思

わ

れ
る

。

よ

っ
て
本

稿

で
は
、

ま
ず
小

林
氏

の
立

て
ら

れ
た
系
統

に
若
干

の
補

足

を

試

み
、
更

に
諸

本

の
う
ち
最

も
整

理

さ
れ
た
本

文
を
持

つ

『堺

記
』

の
成

立
事

情

に

つ

い
て
も
検

討

し

て
み
た

い
。

〈応
永
記
〉
諸
本
の
分
類
お
よ
び
系
統

(小
林
賢
章
氏
に
よ
る
分
類

 

を
基
と
し
、
若
干
表
記
に
手
を
加
え
た
。
)

第

一
種
本

第
二
種
仮
名
本

第
二
種
真
名
本

第
三
種
本

第
四
種
本

第
五
種
本

神
宮
文
庫
本

(「大
内
義
弘
退
治
記
」)

国
会
図
書
館
本
ほ
か

朝
倉
治
彦
氏
蔵
本

群
書
類
従
本
ほ
か

尊
経
閣
文
庫
本

『堺
記
』

大
村
家
旧
蔵
本
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神
宮
本
i

国
ム、本
■
纏

剰

輪

撤
難
『堺
記
』

 
最
初
に
、
小
林
氏
に
よ
っ
て

『応
永
記
』
の
諸
本
中
最
も
古
態
を
残
し

て
い
る
と
さ
れ
る
神
宮
本
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
本
書
は

『大
内
義
弘
退
治
記
』
と
題
す
る
江
戸
初
期
の
写
本
で
あ
る
。
内
容
は
他

本
に
比
し
て
最
も
簡
略
で
あ
る
が
、
二
箇
所
独
自
記
事
が
み
ら
れ
る
。

一

つ
目
は
、
義
弘
が
謀
反
を
起
こ
す
前
に
仏
事
を
予
行
す
る
場
面
で
あ
る
。

 
 
年
来
帰
依
シ
奉
テ
他
念
ナ
ク
信
仰
セ
シ
洛
陽
妙
心
寺
ノ
無
因
和
尚
ヲ

 
 
招
請
シ
テ
逆
修
ノ
葬
礼
ヲ
営
ミ
儀
式
ヲ
調
テ
七
々
箇
日
ノ
仏
事
以
下

 
 
懇

二
沙
汰
シ
置
キ

…

 
他

本

に
お

い
て

こ
の
部

分
は

「
此

日
比
年

来
奉

二
帰
依

】無

-
他
念

一致
二

信

心

一僧

ヲ
請

ジ

テ
調

葬

礼

儀

式

一
七

々
箇

日
迄

ノ
仏

事

以
下

懇

二
沙
汰

シ
置
キ

ヌ
」

(類

従
本

)

と

い
う

よ
う

に
、
寺

名

・
僧
名

を
伏

せ

て

い
る
。

無

因
宗
因

は
妙

心
寺

三
世

で
あ

り
、
当

時

は
義

弘

の
外

護
寺

で
あ

る
河
内

の
観
音
寺

に
住

し

て

い
た
と
思

わ
れ

る
。
加

え

て
、
義

満

は
応

永

の
乱

の

後

、
応
永

初
年

よ

り
妙
心

寺

五
世

で
あ

っ
た
拙

堂
宗
朴

が

以
前

よ

り
義
弘

と
師
壇

の
関
係

が
あ

り
、
義

弘

に
加
担

し

た
と

し

て
妙

心
寺

の
寺
産

を
押

収

し

て

い
る
こ
と

か
ら

す
れ
ば

、
神
宮

本

に

み
ら
れ

る
妙
心
寺

と
義

弘

と

の
関
係

は
事
実

と

み

て
よ

か
ろ
う
。

こ
れ

に
よ

り
妙
心

寺
及
び

そ

の
所
領

は
青
蓮
院

に
与

え

ら
れ

た
が
、

当
時

の
青
蓮

院

門
主

は
義
満

に
全
幅

の
信

頼

を
受

け
、
応

永

の
乱

に

お

い
て
も
義

弘

の
上

洛
を
促

し
、

そ

れ
が
不
可

能

に
な

る

と
義

弘

調
伏

の
祈
薦

を
行

っ
て

い
た
尊
道
親

王

で
あ

っ
た
。
親

王
は
応

永
十

年

(
一
四
〇

三
)

七

月
五

日
、
妙

心
寺

に
お

い
て
寂

し

て
お

り
、

そ

の
後
門

主

は
義

満

の
子
息

義

円

(後

の
義

教
)

が
継

い
で

い
る
。

そ

の

一
方

、
無

因

は
応
永

一
二
年

(
一
四
〇

五

)

に
大
徳

寺
住

寺

の
編

旨

を

受
け

、
応
永

一
七
年

(
一
四

一
〇

)

に
は
将

軍
義
持

の
招

請

を
受
け

た

が

と
も

に
高
齢

の
故
を

も

っ
て
辞

し

て

い
る

こ
と

か
ら
、
其

の
名

声
が

う

か
が

え
る
。

以
上

の

こ
と
よ

り
、
乱

以
前

の
義

弘
と
妙

心
寺

及
び
無

因

と

の
密

接

な
関
係

は
、
よ

り
幕
府

側

の
立
場

を
と

る
他
本

の
作

者

と
し

て
は

記

す

べ
か

ら
ざ

る
も

の
と
な

っ
た

と
考

え
ら
れ

よ
う
。

 

も
う

一
か
所

の
独

自
記

事

は
、
義

弘
戦

死

の
後

、
平
井

道

助

が
自

害

し

よ
う

と
す

る
大
内

弘
茂

を
説
得

し

て
降
参

さ

せ
る
場
面

で
あ

る
。

 

 
新

介
云

フ
様

、
我

ガ
軍
難

儀

二
及

ン
デ
敵

二
降

ラ

ン
事

ハ
本

意

ニ
ア

 

 

ラ
ズ
。

又
武
家

ノ
暇
理
也

。
恥

ヲ
今

生

二
懐

ン

ヨ
リ
名

ヲ
没

後

二
揚

 

 

ン
ト

テ
猶

腹

ヲ
切

ラ

ン
ト

シ
ケ

ル
ヲ
、
平
井

等
色

々

二
宥

メ

ツ

・
終

 

 

二
冑

ヲ
脱
ガ

セ

テ
降

人

二
成

シ

テ
ゾ

出

シ
ケ

ル
。

相
従

フ
者

ド

モ
モ

 

 
同

ク
降

参

セ

シ
メ
ケ

レ
バ
新
介

二
度

ビ
大

内
家

ヲ
相
続

ス
。

 

新
介

と

は
義
弘

の
弟

弘
茂

の

こ
と

で
あ
り
、

彼

が
大

内
家

を
相

続

し
た

と

い
う
記
述

は
他

本

に
は
記

さ

れ
な

い
。

弘
茂

は
乱

後
幕
府

よ

り
義

弘

の

遺

領

の
う

ち
周
防

・
長

門
両

国
を
与

え

ら
れ
、

防
長

に
居

す
盛

見

の
征

伐

を
命
ぜ

ら

れ

る
。

そ

し

て
応

永
七
年

(
一
四
〇

〇
)

七
月

に
は
京
都

を
発

し

て
周
防

に
下
向

す

る
と
、
盛

見

は
難

を
避

け
て

一
旦
豊
後

の
大
友
氏

の

も
と

に
身

を
寄

せ
た
。

よ

っ
て
弘

茂

は
難

無

く
周
防

・
長
門

両

国
を

手
中

に
お
さ

め
た
。

し

か
し
翌

八
年

(
一
四
〇

一
)

五
月

一
日

に
は
盛
見

が
兵

を
屋
代

島

に
差
遣

わ

し
、
更

に

一
二
月

二
六

日

に
は
兵
を
整

え

て
長
府

に

帰

り
、

四
王
寺

山

の
毘
沙
門

堂

に
弘
茂

を
破

っ
た
。

そ
し

て

つ
い
に

二
九

日
、

下
山

に
弘

茂
を
追

撃

し

て
こ
れ

を
滅

ぼ
し
た
。

よ

っ
て
弘

茂

が
大
内

家

を
相
続

し

た
と

は
到
底
考

え

ら

れ
ず

、
相
続

し

た
と

し

て
も
ご

く
短

い

一25一



期
間

で
あ

っ
た
の
だ

ろ
う
。

よ

っ
て
神
宮

本
成

立

の
下

限

は
弘
茂

が
盛

見

に
滅

ぼ

さ
れ

る
応

永

八
年

ま

で
で
あ
る

と
考
え

ら
れ

る
。

大
内
氏
略
系
図

ー

編

鋼

ー

二

 

 
次

に
、
神

宮
本

以
後

の
諸

本

の
成

立
時

期

に

つ
い
て
、

「赤

壁

兵
之
事

」

「項

羽
鳥

江
兵

之
事
」

の
二

つ
の
中

国
故
事

を

も
と

に
考
察

し

て

い
き
た

い
。

こ

れ
ら
は
神

宮
本

に
は
見
ら

れ
ず

、
後

に
挿

入

さ
れ

た
も

の
と
思

わ

れ

る
。

「赤

壁

兵

之
事

」

に

つ
い
て
は
、

従
来

『十

八
史
略

』

巻

三
を
引

用

し
た
も

の
と

さ
れ
、

加
美
氏

は

『十

八
史

略
』

が
日

本

に
将

来

し

た

の

が

一
六
世
紀

初
頭

で
あ

る

と
し
、
神
宮

本

と
大
村

本
を

除
く
他

本

(加
美

氏

の
言
葉

を
借

り
れ
ば

『内

閣
本
』
グ

ル
ー
プ

)

の
成

立

を
江
戸

初
期

頃

と

推
定

さ

れ
、
加

地

氏

も

こ

の
見

解

を
支

持

さ

れ

て

い
る
。

し

か

し
、

『十

八
史
略

』

は
室
町

初
期

と
目

さ
れ

る
五
山

版

の
存

在

が
指
摘

さ

れ
て

い
る
以
上
、
そ

の
成

立

を
江
戸
初

期

に
ま
で
下

ら
せ

る
必

要

は
な

か
ろ
う
。

一
方

、

「
項

羽
烏

江
兵

之

事
」

に

つ
い
て

は
、
前

半

部

が

『
胡

曽

詠
史

詩

註
』
、
後
半

部

が

『
太

平
記

』

巻

二
八

の
引

用

で
あ

る

こ
と
が

指
摘

さ
れ

て

い
る
。
黒
田
彰

氏

に
よ

れ
ば
、
こ

こ
に
引

用

さ
れ

る

『胡

曽
詠

史
詩

註
』

は
新

注

(胡

元
質

注
)

で
あ

り
、

そ
れ

は
室

町
時

代
を

通

じ
、
幼

学
書

の

一
つ
と
し

て
盛

ん

に
享

受

さ
れ
た

と

い
う

。

ま
た
、
後

半
部

に
は

『太

平

記

』

と

の
同

文
記

事

が

み
ら

れ
る

こ

と
は
、

『
太

平
記

』
享

受

史

の
う
え

で
も

看

過

で
き
な

い
。

小

林
氏

は
、
系

統

の
中

で
最
後

尾

に
位

置

す

る

『堺

記
』

が
伝

後

崇

光
院

御

筆

と

あ

る

こ

と

よ

り
、

『
堺

記
』

ま

で

の

〈
応
永

記
〉
諸

本

は
、
室

町
時
代

中
期

ま

で

の
成

立

で
あ

る
と
結

論
付

け

ら
れ
た

。
だ

が
尊
経

閣
文
庫

蔵

『
堺
記

』

は
そ
れ

を
納

め

る
桐

箱

に
打

付

書

で

「
堺
記
後

崇
光

院
御
筆

 
壱

巻
」

と
あ

る
だ

け

で
、

そ
れ
を

証

す

る

奥

書

は
無

く

、

『尊

経
閣

文
庫

国

書

分
類

目
録

』

が
伝

後
崇

光

院

御
筆

と

注

し

て

い
る

の
は

『
看
聞

日
記
』

永
享

六
年

(
一
四

三
四
)

二
月

九

日
条

に

『明
徳

記

』

と
と
も

に

『
堺
記

』

の
名
が

み
え

る

こ
と

か
ら

の
類
推

で

あ
る

と
思

わ
れ

る
。

よ

っ
て

『
堺
記
』

が
伝

後
崇

光
院

御
筆

で
あ

る
こ

と

を
根
拠

に

「
室
町
時

代
中

期
ま

で

の
成

立
」

と

い
う
結
論

を

導

く

こ
と

は

や
や
説
得

力

に
欠

け
る

か
と
思

わ
れ

る
。

よ

っ
て
こ

こ
で

は
別

の
視
点

か

ら

『堺

記
』
成

立

の
下
限

を
考

え

て

い
き

た

い
。

三

 

 
前

述

し
た

よ
う

に
、
応
永

の
乱

は
義

弘
戦

死

に
よ

っ
て

一
応

の
区
切

り

は

つ
く

の

で
あ

る
が
、

そ

の
余
韻

は
以
後

も
続
く

。
す

な

わ
ち
、

幕
府

に

降

っ
た
弘

茂
が
留

守
を
守

っ
て

い
た
盛

見

の
討
伐
を
命

ぜ
ら

れ
る

の
だ

が
、

逆

に
盛

見

に
討
た

れ
、

以
後

幕
府

は
盛

見

の
家

督

を
認

め
ざ

る
を

得

な
く

な

る
。

だ

が
、

〈
応

永
記

〉
諸

本

は

ど
れ

も
義

弘

が
戦

死

し
、

堺

が
炎

上

し
た

と
こ

ろ
で
欄
筆

し

て

い
る
。
そ

れ
を
類

従
本

と

『
堺
記

』

に
よ

っ
て

挙
げ

て
み

る
。
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類
従

本

『
応
永
記

』

去

レ
共

城

ニ

ハ
矢
櫓

ノ
上

ニ
テ
戦

テ
、

火
中

二
落
入

テ
焼

死
者

モ
ァ

リ
。
戦

合
程

二
曉

二
至

マ
デ
、

四

方

ノ
矢

櫓
勢

楼

ヨ
リ
火
移

テ
、

堺

一
万

間

一
宇

モ
不
レ
残

同

時

二
焼

ケ

レ
バ
、

上
蒼

ヲ
焦

シ
、

血

ハ
大

海

ヲ
流

ス
。

威
陽
宮

ノ
焼

テ
、

火

ノ
三
月

迄

不

レ
絶

ケ

ル
モ
角

ト
覚

テ
、
浅

猿

カ
リ

シ

コ
ト

ド

モ
也
。

 

尊
経

閣
文
庫

本

『
堺
記

』

さ
る

ほ
ど

に
城

に
は
口
櫓

勢

楼

よ

り
烈

き
風

に
火
飛

ま

は
り
、

堺

}

万

口

口
口
口

口
口

至
ま

で
、

一
宇

も
残
ず

同
時

に
灰

儘

と
な
口

口

口

口
口
口
宮

の
焼

け
ん
火

三
年

絶
ざ

り
け

る
も
今

更
思

出
口

口

た
り
。

去

程

に
陣

々
悉
落

居
し

て
翌

日
各

打

帰

け
る

に
、
城

の
木

戸

の
き

は

に

一
首

の
札

を
ぞ
立

た

り

け
る
。

 

い
さ
め
し

に
か

〉
は
り

も
せ

ぬ

 

ひ
ぢ

は
り

木
功

を
も

な

さ
で
打

 

れ

け
る
哉

 

と

そ
書

た
り

け
る
。

勢
共

よ

り

て
見

け

る
者

、
げ

に
も

と

そ
云

け

る
。
唐

尭

四
界

を

つ
み
し

て
九

州

平
ぎ

、
虞
舜

三
苗

を
伐

て

一
天
穏

な
り

け

る
も
、
此

御
代

に
は
過

じ

と
そ
覚

へ
け
る
。

 

『
堺
記
』

は
、

そ
れ
以
前

の

『
応
永

記
』

諸
本

の
唐

突

と
も

い
え

る
結

び

に
落

首

を
付

し
、
更

に
御
代

を
称

え
る
祝

言
を

付
加

し
、
作

品

と

し

て

の
完
結

を
指

向

し
て

い
る
。
だ

が
、

そ
れ

に
し

て
も
唐

突

と

の
感

は
拭

え

ず
、

『
明
徳

記

』

で

い
え
ば

下
巻

に
相
当

す

る
部

分
、

す

な

わ
ち
戦

乱

の

後

日
談
が

ほ

と
ん
ど
記

さ

れ
な

い
。

そ
れ

は
恐

ら
く
、

戦
乱

は
義

弘
戦

死

後

も
続

け
ら
れ

、
結
局
盛

見

が
勝
利

を
収

め
た

こ
と

と
無
関

係

で
は

な

か

ろ
う
。

つ
ま
り
、
後

日
談

は
記

す
わ

け

に
は

い
か
な

か

っ
た

の
で
あ

る
。

幕

府

が
盛
見

の
家
督

を
認

め
た

の
は
、

そ

の
影
響

力

を
鑑

み
、

こ

れ
を
味

方

に
引
き

入
れ
よ

う
と

し
、
盛

見
も

こ

れ
以
上

の
争

い
は
無

益

と
判

断
し

た

た
め

で
あ

ろ
う
。

そ

し
て
興
味

深

い
の
は
、
義

満

没
後

の
翌

年
、

す
な

わ

ち
応
永

一
六
年

(
一
四
〇
九

)
冬

に
盛

見

は
入
京

し
、
義

持

は
盛

見
が

祈
願

所
及
び

父
弘
世

、
母

三
条

氏
、

兄
義

弘

の
菩

提

の
為

に
建

立

し
た
国

清
寺

を
祈
願

所
と

し
、

そ

の
寺

領
を

安
堵

す

る
な

ど
、
義
持

と
盛

見
と

は

禅
を

通
じ

て
親

密

な
関
係

を
保

っ
て

い
る
こ

と
で
あ

る
。

こ

の

こ
と
か
ら

す
れ

ば
、
義

弘

の
討

伐

を
記

し
た

『
堺
記
』

が
義

持

の
時
代

に
書

か
れ
た

と

は
思
わ

れ
ず

、

そ

の
成

立

の
下
限

は
遅

く
と

も
義

満

の
在

世

中
、

す
な

わ

ち
応
永

一
五
年

以
前

で
あ

る
と
考

え

ら
れ

る
。

四

 
以

上

、
小

林

氏

に
よ

る

〈
応

永

記
〉

諸

本

の
系

統

を
検

証

し
、
更

に

『堺

記
』

に
至

る
ま

で

の
成
立

時
期

を
推

定
し

て

み
た
。

今
度

は

、
諸
本

の
う

ち
、
内

容
が

最
も
豊

富

で
あ

り
、

か

つ
作

品

と
し

て
整
備

さ

れ

て

い

る
と

い
わ
れ
る

『
堺
記
』

の
内

容

を
検
討

し

て
み

た

い
。

本
書

は
冨
倉
徳

次
郎

氏

に
よ

っ
て
初

め
て
紹
介

さ

れ
、
表

記
や

内
容

に
お

い
て
他
本

と

は

大

き
く
異

な

っ
て

い
る
た
め

、
注
目

す

べ
き
本

文

と
し

て

こ
れ
ま

で
三
度

も
翻

刻
が

行
わ

れ
て

い
る
。
本

書

は
他
本

に
比

し

て
分
量

が
多

く

、
独
自

記
事

と

し
て
次

の
七
項

目
が

挙
げ

ら
れ

る
。

 
①
絶
海

の
義
弘
説
得
不
成
功

の
報
告

に
よ
り
、
幕
府
方
大
名

評
定

の
こ
と
。

 
②

義
弘

攻
上

る

の
噂

に
洛

中
上
下

大
騒

動
、

洛
外

に
避

難

す

る
者
多
数

 
 

あ

り
し

こ
と
。

 
③

決
戦

を
前

に
堺
城

下

に
立

て
ら
れ

し
大
内

謁
喩

の
落

首

の
こ
と
。
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④

伊
勢
神
宮

の
鳴

動
を

は

じ
め
、

大
内

諌
伐

の
前

兆
あ

い
つ
ぎ
起

こ
る

 

 

こ
と
。

 

⑤
青

蓮
院

の
宮
、

鞍
馬

寺

に

て
凶
徒
退

治

の
御

祈
薦

の
こ
と
。

 

⑥
合

戦

の
翌
日
、

堺
城

外

に
立

て
ら

れ
し
落
首

の
こ
と
。

 

⑦
事

件
落
着

後
、

泰
平

と

な
り
し

御
代

を
讃

え

る
結

び

の
こ

と
。

こ

れ
ら
は
冨
倉

氏
、

加
美

氏

に
よ

っ
て
語

り
も

の
の
要

素

で
あ

る
と

い
う

評
価

を
下

さ
れ

て

い
る
。

そ

の
是
非

は
後

に
検

討
す

る

こ
と
と

し
て
、

こ

こ

で
注

意
し

て
お

き
た

い
こ

と
は
、

こ

れ
ら

は
全

て
幕

府
側

の
立
場

で
記

述

さ
れ

て

い
る

こ
と

で
あ

る
。

そ

の

一
方

、

『
堺
記

』

に
は

『
応
永

記
』

の
記
述

を
簡
略

に
し

て
い
る

と
思
わ

れ

る
部
分

が
あ

る
。

す
な

わ
ち
、
①

義
弘
が

葬
儀

・
仏
事

を
予

行

し
、

周

防

の
母

と
弟

盛

見

に
文

を
送

り
後
事

を
託

す
場
面
、
②

幕

府
方

の
攻
撃

が
失

敗

す

る
場
面

、
③
義

弘
が
項

羽
鳥

江

の
故

事
を
引

き
、

本
拠

地
中

国

へ
の
退
却

を
拒

み
、

奮
戦

す

る
場

面
、

④

義
弘

が
森
民

部

と
庇

い
合

っ
て
戦

い
、
森

民
部

が
戦

死
す

る
場
面

の
四

つ
で
あ

る
。
③

に

つ
い
て
は
既

に
小
林

氏

が
国
会

本

・
類
従
本

・
『
堺
記

』

の
三
本

を
比
較

検
討

さ
れ

、
類
従

本

を
引

用
す

る
形

で

『堺

記
』

が
成
立

し
た

と

い
う
結
論

を
出

さ
れ

て

い
る
の

で
、

こ
こ
で

は
他

の
三
箇
所

に

つ

い
て
検

討
し

て
み

た

い
。

①
 
類
従

本

『応

永

記
』

乍
レ
去

今

度

ノ
義

兵

ハ
日
比

ノ
本

意

二
引

替

テ
、
不
慮

二
出

来

タ

ル

コ
ト
也

。
静

二
案

二
事

ノ
子
細

一以

 

(旦
力
) 
 
 
 
 
 
 
 
御
所
様

二
一
且

之
恨

一。
奉

レ
忘
二
相

公

之
御

高
恩

一之
間

、

天

命

之

攻

不

レ
可
レ

 
尊
経
閣
文
庫
本

『堺
記
』

乍
去
今
度
の
義
兵
は
日
比
の
本
意

に
あ
ら
ず
。
引
替
て
不
慮
に
出
来

す
る
事
也
。
閑
に
事
の
子
細
を
案

ず
る
に
、

一
旦
の
恨
を
以
て
御
所

の
高
恩
を
奉
忘
こ
と
、
天
の
責
不

遁
。

運
命

尽

ヌ

ル
上

ハ
討

死

セ

ン

事
可

二
必
定

一
ト
思
定

メ

テ
、
此

日

比
年

来
奉

二
帰
依

「無
二
他
念

「致
二

信
心

「僧

ヲ
請

ジ

テ
調
二
葬

礼
儀
式

一。

七

々
箇

日
迄

ノ
仏

事

以

下

懇

二
沙

汰

シ
置

キ

ヌ
。

余
二
七
旬

↓
老

母

ノ
有

ケ

ル
ヲ
残
コ
置
周

防
国

一ケ

ル

ニ
モ
、

色

々

ノ
形

見

こ
文

ヲ
副

テ
ゾ

下

シ
ケ

ル
。
其

文

ノ
詞

云
、

サ
テ
モ
過
シ
比
但
仮
初
二
罷
上
候

シ
カ
共
、

若

シ
有
為

転
変

ノ
理

二

テ
無

レ
墓

モ
成

候

ハ
バ
、

無
レ
定

キ

憂
世

ノ
中

ノ
習

ニ
テ
、
後

レ
先
ダ

ツ
路

芝

ノ
、
露

ノ
命

ノ
消

ヘ
モ
セ

デ
、

猶

シ

モ
残

ル
水

茎

ノ
、
 

二

留

マ
ル
老

ノ
身

ノ
、

深

キ
思

ノ
涙

河
、

不

レ
尽
歎

キ

ヲ
如
何

ニ
セ

ン

ト
書

遣

リ
ケ

ル

コ
ソ
人

ノ
為
態

ニ

ハ
ア
ラ

ネ
ド

モ
、
責

テ

ノ
事

ト
哀

レ
也

。

又
舎
弟

ノ
六

郎

ガ
方

ヘ
モ

同
色

々
ノ
形
見

二
文

ヲ
副

へ
、

此

方

ノ
合
戦

ハ
兎

モ
角

モ
ア

レ
、

其

方

分

国

相

拷

テ
固

ク
可

レ
持

之

由

返

々
ゾ

書

遣

シ
ケ

ル
。
去

程

二
大

内
入
道
今
生

ノ
思
出

ニ
セ
ン
ト
テ
、

可
逃

。
運
命

こ

、
に
尽

ぬ
る
上
は
、

打
死

せ
ん
事

一
定
也

と

て
日
来
帰

依

の
僧

を
請

じ
、
葬

礼

の
儀

を
調

へ
、

七

々
日

の
仏
事

以

下
患

勲

に

沙
汰

之
。

七
旬

に
余

老

母

の
周
防

に
有

け
る

に
も
、
色

々

の
形

見

に

文
を

そ

へ
、

定
な

き
世

の
お
く

れ

先
だ

つ
道
芝

の
、

露

の
命

の
消

て

も
残
水

茎

の
跡

に
と

ど
ま

る
母

の

思

の
涙
川
、

淵

は
瀬

に
な

る
習

を

も
如
何

は
せ
ん

と
書

遣

て
、

又
舎

弟

六
郎

に
同

形
見

に
文

を

そ

へ
、

此
方

の
合
戦
は
と
も

か
く
も
あ
れ

、

其

方

の
国

々
堅
く

可
持

之
由
申

遣

け

る
と

か
や
。
又
相

随

者
も

各

父

母
妻

子

に
形

見
を
遣

し
皆
打

死

の

用
意

を
し
、
殺

人

刀

・
活
人
剣

の

公
案

を
心

に
逼
塞
す

る
者

も
あ
り

。

或

は
利

剣

即
是
弥
陀

号

の
安

心

を

守
者

も
有

け
り
。

さ

て
、
大

内
今

生

の
思
出

に
と

て
千

句

の
連

歌

を

し
、

百
首

の
和
歌

を
読

、
内

の
者

共

に
も
最
後

の
遊

を

せ
よ

と
て
、

酒
宴
乱

舞

日
夜

不
絶

。
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モ

ト

ヨ
リ
数

寄

ノ
道

ナ

レ
バ
、

千

句

ノ
連

歌

ヲ
賦

シ
、
百
首

ノ
和

歌

ヲ
詠

ジ
、
若

党

共

ニ
モ
思

々
ノ
最

後

ノ
遊

ヲ

セ

ヨ
ト

テ
、

酒
宴
乱

舞

不
レ
絶
二
昼
夜

一
二
。

又
相

従

フ
者

共
各

母
妻

二
遣

二
形
見

…。
皆
討

死

ノ
用
意

ヲ
ゾ

シ
ケ

ル
。

或

ハ
殺

人

刀
、
活

人
剣

ヲ
逼

側

シ
、
利
剣

即

是
弥
陀

号

ノ
安

心
ヲ
守

ル
人

モ
多

カ

リ
ケ
リ
。

 

『堺
記
』
に
お
い
て
は
、
類
従
本
に
み
ら
れ
た
義
弘
の
周
防
の
母
へ
の

手
紙
が
大
幅
に
短
縮
さ
れ
、
七
五
調
の
文
体
が
失
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

従
者
が
形
見
を
遣
わ
す
場
面
が
、
義
弘
が
盛
見
に
後
事
を
託
す
場
面
の
直

後
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は

『堺
記
』
作
者
が
類
従
本
の
体
裁
を
整

え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

②
 
類
従
本

『応
永
記
』

義
弘
入
道
其
日
ハ
白
綾
綴
ノ
腹
巻
、

二
年
来
秘
蔵
ト
聞
ヘ
タ
ル
鵯
毛
ノ

馬
二
金
覆
輪
ノ
鞍
置
テ
ゾ
乗
タ
リ

ケ

ル
。

冑

ヲ

バ
態

ト

不
レ
着

シ
テ

下
人

二
是

ヲ
持

セ
タ
リ
。
其

勢
僅

二
二
百
余

騎
計

ニ
テ
、

四
方

ノ
合

戦
共

ヲ
下

知

シ
ツ

〉
懸
廻

ケ
ル
ガ
、

髪

コ
ソ
手

痛

キ
合

戦
ナ

レ
ト

テ
、

 
尊
経
閣
文
庫
本

『堺
記
』

大
内
、
其
日
は
白
綾
威
の
腹
巻
に
、

甲
を
ば
ぬ
ぎ
下
人
に
も
た
せ
、
鵯

毛
な
る
馬
に
金
覆
輪
の
鞍
お
き
て

乗

り
、

二
尺
七

寸

の
金
作

の
太

刀

を

は
き

、
太
刀

・
長

刀
も

ち
、

四

方

の
戦

下
知

し
て

か
け

ま
は

り
け

る
が
、

こ

》
こ
そ
手

い
た
き
合

戦

な
れ

と

て
、

二
百
余

騎

を
以

て
合

二
百
余
騎

ヲ
合

力

ス

ル
処

二
、
伊

勢

ノ
国
司

北
畠

源
大
納

言
、

同

子

息

少
将

モ
其
勢

三

百
余
騎

ニ
テ
山

名

ト

一
所

二
成

テ
、

彼

ノ
手

ヲ
切

リ
退

ケ
城
中

二
乱

入

ン
ト
テ
、
命

ヲ
塵

芥

ヨ
リ

モ
軽
ジ

テ
切

テ
入

ケ

ル

ニ
、

敵
手
強

ク
禦

戦

フ
間
、
北

畠

少
将

ヲ
始

ト

シ
テ
矢
庭

二
十
余

人

討
死

ス
。
郎

憧
走

筒

リ
、
少
将

ノ
既
二
討
死
ノ
由
ヲ
父
源
大
納
言

二
告

ケ

レ

バ
、

自

レ
元

子

ヲ

モ
若

党

ヲ

モ
多

ク
討

セ
テ

コ
ソ
軍

ノ
功

ヲ

バ
可

レ
成

ト

テ
、

猶

敵

ノ
中

へ

切

テ
入
テ
火

出

ル
程

二
責

戦

フ
。

細

河

ノ

一
門

、
赤
松

ノ

一
族
、

都

合
其
勢
五
千
余
騎
、
南
ノ
方
ヲ
破

ラ

ン
ト
塀
鹿

垣

二
付

テ
入
替

入
替

責
戦

フ
。

六
角
、

京
極

ハ
東

ノ
方

ヲ
破

ラ

ン
ト
新
介

ガ
手

二
渉

リ
逢

ヒ
、

不
レ
惜

二
身

命

【相

戦

程

二
、

自
二
卯

時

「至
二
夜
半

一
四
方

ノ
合

戦

二
、
討

死
手

負
幾

千
万

ト

モ
不
レ

知
こ
其

数

〕。

敵
御

方

ノ
人
馬
気

力

モ
尽
ケ

レ
バ
、

互

二
本

陣

二
引
退

ク

形
勢

ハ
、
帝
釈

修
羅

ノ
戦

ヒ
モ

力

す

る
処

に
、

伊
勢

国

司
北
畠

の

源

大
納
言

・
同

子
息

新
少

将

、
其

勢

三
百
余

騎

に

て
、

山

名

と

】
所

に
て
此
手

を

切
退
く

。

城
中

に
乱

入

ら

む
と

て
命

を
す

て

》
切

入
処

二、

敵
手

強
ク
闘
間
、

北

畠
少

将

を

始

と

し
て
手
負

打
死

数

十
人

、
京

極

・
六
角

は
東
を
破

ら

む

と
、
新

介

が
手

に
渡

合
.
責

戦

処

二、

小
笠

原

二
百
余

騎

、
是
も

新

介

が
手

に

も
見
あ

は

せ
、
卯
時

よ
り
夜

半

に

至

ま

で
四
方

す
き

も
な

く
戦

間
、

敵

御
方

手
負

死
人
幾

千

万

と
云
数

を
知

ら
ず
、

偏

に
帝

釈

修

羅

の
戦

と
そ

見

へ
た
り

け
る
。

互

に
人

馬

の
息

も
尽

き

ぬ
れ
ば

、

各

本
陣

二

引

退

く
。
城

中

の
事

は

み
ね
ば

し

ら
ず

、
翌

日
、
或
杉

輿

に

の
せ
、

或

馬

に
縛

.
付

、

手

負

ど

も

帰
道

々

に
充

満
其

数

を
し

ら
ず

。
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角

ヤ
ト
ゾ

覚

ケ

ル
。

 

『
堺
記
』

で
は
幕
府

方

の
北
畠

満
泰

の
父

顕
泰

や
細
川

、
赤
松

氏

の
奮

戦

の
記

述
が

な

い
代

わ
り

に
、
小

笠
原

の
軍
勢

の
様

子
が
記

述

さ
れ

る
。

こ

の
点

に

つ
い
て
は

『
堺
記

』

の
作
者

を
考

え

る
上

で
看
過

で
き
ず
、

こ

の
最
初

の
攻

撃

は
結
局
幕

府

側

の
失
敗

に
終

わ

っ
た

こ
と
と
関
係

し

て
こ

よ
う

。
そ

し

て
重

要

な

の

は
、

『
堺
記

』

で

は

「
城

中

の
事

は

み
ね
ば

し

ら
ず

」
と

し
た
上

で
、

幕
府

軍

が
退
却

す

る
様

子
を
描
写

し

て

い
る
点

で

あ

る
。

た
だ

、
両

書

に
お

い
て
義

弘

の
装
束

に

つ
い
て
の
記
述

が
異
な

る

の

は
何

故

で
あ

ろ
う

か
。

④
 
類

従
本

『
応
永

記
』

大
内

二
相
従

フ
者

十
余

人
在

ケ

ル

モ
、
討

レ
或

ハ
深
手

負

テ
引

退

ク
。

残
留

ル
者

ト

テ

ハ
森

民
部

丞
只

一

人
計
也

。
民

部
思

ケ

ル

ハ
、

今

日

ノ
合
戦

は

日
比

ニ

ハ
替

リ
、

大
将

二
不
レ
離

者

共

思

々

二
討

死

ス
。

弓
矢

取

ハ
千

度

ノ
高
名

ヲ

シ
タ

リ

共
、
最

後

ノ
死
様

悪

シ
ケ

レ
バ
失

レ
名
事

ア

リ
。
於

レ
我

ハ

一
番

二
進

デ

テ
捨
二
一
命

「留

二
名
後

代

}ト

云

侭

二
、
向

フ
敵

ヲ
切
払

ヒ
、

大
将

ノ
前

二
馳
塞

ル
。

大
内

ハ
民
部

丞

ヲ
不

レ討

ト
テ
向

フ
敵
ヲ
切

払

ヒ
、

刺
殺

シ
、

民

部

ヲ

後

二
欲

レ
隔
。

 

尊
経

閣
文

庫
本

『
堺
記

』

大

内

に
相

従

者

十
余

人

あ

り

け

る
が

み
な
深

手
負
引

退
く

。
残

と

ど
ま

る
物

と
て
は
、
森

の
民
部

丞

也

。
民

部
思

け

る
や
う
は
、

日
比

に
か

は
り
、

大
将

に
は
な

れ

ぬ
者

ど
も
思

々
心

々

に
打

死
す

。
弓
箭

取

は
前
途

の
高
名
を
し
た
れ

ど
も

、

最

後

の
死
場

わ

う
け
れ
ば
名

を
失

事

也
。

我

に
於

は
大

将
を

離
ず

し

て
、
其

前

に
て
打

死
せ

ん
と

て
、

命

を
す
て
名
を
後
代

に
あ
げ

ん
と
、

大
将

の
前

に
塞

る
。
大
内

は
民

部

を
討

せ
じ

と
、
向
敵

を
そ
ば

よ

り

切

て

お
と
す

。
民
部

は
大
内

を
討

民

部
ハ

大

将
ヲ

不
レ

討

ト

テ

向
フ兵ヲ打叛ケ、互二吾先二討死セント戦ケリ。主ハ郎等ヲ不レ討トシ、郎等ハ主ヲ不レ討トテ、馳合馳合散々ニゾ戦ケル。

せ
じ

と、

前
に

進
て

戦
け

り
。

尾

張
守
是
を
み

て、

と

く

討
取
と

そ

下

知
し

け
る
。

民

部
涙
を

な
が
し申けるは、御内の者五六千騎も候らんに、今はたゴ一人御

見
レ

是
ヲ

尾

張
守

ヲ

始

ト
シ

テ

数

前
に
て
打
死
仕
ら
む
事、

冥
土
の

百
余

騎、

弓
箭

取
身
ハ

誰
モ

角
コ

訴
へ

契

の
ほ

ど

に

ぞ

う
れ

し

け

れ

ソ

ア

ラ

マ

ホ

シ

ケ

レ

ト

テ、

皆

鎧    (湿力)

と
の
》

し
り

て、

終
に

打
死
し
た

ノ

袖
ヲ

ゾ

温

シ

ケ

ル
。

去

程
二民部丞涙ヲ流シ申ケルハ、御内ノ者共五六千人モ候ランニ、某一人只今御前ニテ討死仕ラ

り

け

り。

ン

事
ヨ
。

主

従
ノ

契

リ
ハ

勝
レ

我

者
ナ
キ
コ
ソ
生
前
死
後
ノ
面
目
二

テ

候
ヘ

ト

申
ケ
レ
バ
、

懸

敷
思
シ

二
、

少
モ

不
レ

違
一

所
ニ

テ

討
死

シ

テ

冥
途
マ

デ

伴
ハ

ン

ト

契
リ
ノ

程
コ

ソ

嬉
シ

ケ
レ

ト
テ
、

互
二

手

二

手
ヲ

取

組
シ

テ
、

敵
二

中
へ

切

入
テ
向
敵
三
人
討
取。

民
部
ソ
コ

ニ

テ

討
死
ス
。

 

『堺

記
』

で

は
義

弘

と
森

民
部

の

二
人
が
庇

い
合

い
な
が

ら
奮

戦

す
る

様

子

に
尾

張
守

(畠
山

満
家

)

が
感

嘆

し
た

こ
と
が
記

さ

れ
ず

、
逆

に
早

く
討

つ
よ
う

に
と
命

じ

て
お
り
、
加

え

て
森
民
部

討
死

の
描

写

が
簡
略

化

さ
れ

て

い
る
。

こ

こ
で

も
、

『
堺
記

』
作

者

の
意

図
的

な
改

変

が
窺

わ

れ
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る

の
で
あ

る
。

 
以

上
、

『
堺
記

』

が
類

従

本

の
記

述

を
簡

略

に
し

た
部

分
を

挙
げ

て
み

た
が

、

こ
れ
ら

は
前

述

し

た
七
項

目

の
増
補

記
事

と
同
様

に
、
幕

府
側

の

立
場

に
よ

り
近
づ

い
た

改
変

と

い
う

こ
と
が

で
き

る
。

と
は

い
え
、

そ
れ

は
未

だ
不
徹

底

で
あ

り
、
作

品
全
体

と

し

て
は
義

弘
を
中

心

と
し
た

も

の

で
あ

る

こ
と

に
変

わ
り

は
な

く
、

文
学

と
し

て

の
興
趣

に
乏
し

い
と

さ
れ

て
い
る
。

そ

の
点

に
関

し

て
、
筆
者

も

異
論

は
な

い
が
、

そ

れ
は

一
体
何

に
起

因
す

る

の
か
を
次

に
考

え

て

い
き

た

い
。

五

 

『堺

記
』

は

『応

永

記
』

の
漢
文

体
表

記

を
和
文

調

へ
と
改

め
、

さ
ら

に
多

く

の
記

事
を
増

補

す

る

一
方

、
大
内

氏

に
関

す

る
記
述
を

一
部
簡

略

に
し
て
成
立

し

た
。

こ
れ

は
前

述

し
た

よ
う

に
、
幕

府

寄
り

の
立
場

を
よ

り
鮮

明

に
し
、
語

り

も

の
的

要
素

を
持

た

せ

て
応

永

の
乱
を

『
明
徳

記
』

の
如

き

作

品

と
し

て
叙

述

し

よ
う

と

し

て

い
る
。

た
だ
、

『明
徳

記
』

と

大

き
く
異

な
る

の
は
、

合
戦

の
後

日
諌

や
哀

話
、

唱
導

的
色
彩

は

ほ
と
ん

ど

み
ら
れ

な

い
点

で
あ

る
。

そ

れ

に
関

し

て
加
地

氏

は

『堺
記

』
作

者
を

「
芸

能

者

に
転
化

し

た
時

衆

の

}
人

」

と

推
定

さ
れ

、
哀

話

の
欠

如

を

「客

観
的

な
歴
史

叙
述

を
試

み
た
」

と
し
、

唱
導

的
色

彩

の
欠

如

に

つ
い

て
は

「
権

力
者

に
対

し

て
ぬ

か
り

の
無

い
姿

勢

を
と

る

に
至
」

っ
た
た

め

と
す

る
。

加

地
氏

が

作

者

を
時
衆

と

さ
れ

る

の
は
、

『
明

徳
記

』

か
ら

の

類
推

で
あ

る
が
、

大
内

義

弘
は
禅

宗

の
妙

心
寺

と
深

い
関
係

を
有

し

て
い

た
の
は
前
述

し

た
通

り

で
あ
り
、

そ

の
家
臣

に

つ
い
て
は
、
戦

い
の
前

に

死
を
覚
悟

す

る
場
面

に
お

い
て

「
殺

人

刀

・
活

人
剣

の
公
案

を

心

に
逼
塞

す

る
者

も

あ

り
、
或

は
利

剣

即
是

弥
陀

号

の
案

心

を
守

者

も
有

け
り
。
」

と
あ

る
よ

う

に
、
禅
宗

に
帰

依

す

る
者

だ

け

で
な
く
、
時

衆

に
帰
依

し

て

い
た
者

も

い
た

か

と
考
え

ら
れ

る
。

し

か
し

こ
の
部
分
以

外

に
時
衆

的
要

素

と

い
え

る
部

分

は

全

く

み
ら

れ
ず

、
〈
応

永

記
〉

の
形
成

に
際

し

て
時

衆

の
関
与

は

な

か

っ
た

と

み
る

の
が
自
然

で
あ

ろ
う
。
後

日
諌

、

す
な

わ

ち

弘
茂

と
盛
見

が
家

督

を
巡

っ
て
争

い
、

結
局

幕
府

に
下

っ
た
弘

茂
が
敗

れ

た

こ
と
が
記

さ

れ
な

い
の
は
、
幕

府
寄

り

の
立
場
を

と

る

『
堺

記
』
作

者

に
と

っ
て
、
そ
れ
を
記

す
わ

け

に
は

い
か
な

か

っ
た
た

め
で
あ

ろ
う

が
、

哀
話

及
び

唱
導

的
色

彩

の
欠
如

(
こ
れ
ら

は
当

然
後

日
諌

の
欠
如

と
不

可

分

の
関
係

が

あ
る

の
だ

が
)

は
作
者

の
面

か
ら

だ
け

で
な
く

、
作

品
成
立

の
基
盤

と

い
う
面

か
ら

も
考

え

て
み

る
必

要
が

あ

ろ
う
。

 

そ
こ
で
看
過

す

る
こ
と
が

で
き
な

い
の
は
応

永

の
乱
以
前

に
起

こ

っ
た
、

義

満

に
対

す

る
山
名

氏
清

の
謀

反

を
描
く

『明

徳
記
』

の
流
布

状

況

で
あ

る
。

『明

徳

記

』
諸

本

の
う

ち

再
稿

本

と

し

て
最

も

こ
な

れ

た
文
体

を
持

つ
と

さ
れ

る
陽
明

文
庫
本

の
奥

書

よ
り
、

応
永

三
年

(
=

二
九

六
)

に
は

既

に

『
明

徳

記
』

が
流

布

し

て

い
た

こ

と
が

わ

か
る
。

そ

し
て
、

『明

徳

記

』
上
巻

に
お

け
る
山

場

の

一
つ
と

い
え
る

の
が
、

小
林

が
氏
清

に
諌

言

す
る
場

面

で
あ

る
。
以

後
小
林

は
名
将

と
し

て
伝
説

化
さ

れ
、
初

稿
本

系

統

の

『
明
徳

記
』

の
影

響
下

に
謡

曲

『小

林
』

が
作

ら
れ

た
と
推

定

さ
れ

る
。
更

に
、

島

原

松
平

文

庫
本

『
明
徳

記
』

(
現
在

は
後
出

本

と
み

る
見

方

が
有

力

で
あ

る
)

は
、
謡

曲

『
小
林
』

の
影

響

を
受
け

、
小
林

を

主
人

公

と
し
た
物
語

と
し
て
再

編
成

し
た
も
の
と

い
う
。
そ

の
名
将

小
林

を
討

っ

た

の
が
、

ほ

か
な
ら

ぬ
大
内
義

弘

で
あ

り
、

明
徳

の
乱

に
お

い
て
義

弘

は

中

心
的

役
割

を
果

た

し
て

い
る

こ
と

は
明
ら

か

で
あ

る
。

し

か
し
、

こ
れ

を
も

っ
て

『
明
徳

記
』

作
者

が
義

弘

に
好
意

的

で
あ

る
こ
と

と
は

一
概

に

言
う

こ
と
は

で
き
ず

、

一
部

に
は
巷

間

の
口
を
借

り

て
義

弘

を
批
判

す

る
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記

述

も
見

ら

れ
る
。

義

弘

は
西

国

に
本
拠

地

を
置

い
て

お
り
、

「
西

国

に

て
は
度

々

の
合
戦

に
毎

度
名

を
揚

た

る
兵

な

れ
ど
も

、
都

辺

の
軍

は
た

ゴ

い
ま

是
を

始

な
り
」

(陽

明

文
庫

本
)

と

あ

る
よ
う

に
、

畿

内

に

お
け

る

義

弘

の
奮

戦

は
諸

人

の
注
目

を
集

め

て

い
た

こ
と

は
十
分

推
測

で

き
、
そ

れ
ゆ
え
必

然
的

に
義

弘

に
対

す

る
記
述

が
多

く
な

っ
た

と
み

る
こ

と
も
許

さ
れ
よ
う

。

そ

の

一
方

、
追

討

さ
れ
る
側

の
山

名
氏

清

は
和
泉

国
堺

を
本

拠

地
と

し
た

こ
と

は

『
明
徳

記
』

及
び
謡

曲

『
小
林

』

に
み

る
こ

と
が

で

き
、
そ

の
家
臣

で
あ

り
、
名

将

と
し

て
名

高

い
小
林

の
伝

承
も

南
都

や
堺

に

お

い
て
確

認

で
き

る
。

ま

た
、

山
名

氏

は
時

衆

に
帰

依

し

て

お
り
、

『
明
徳
記

』

に
は
四
条

派
時

衆

の
関

与

が
推
定

さ

れ
、
再
稿

本

で
あ

る
陽

明

文
庫
本

の
山
名

満
幸

詠
殺

談
が

そ

の
鎮

魂
供

養
を

目
的

と
し

て
構
成

さ

れ
て

い
る

こ
と
も
指
摘

さ

れ
て

い
る
。

 

こ
れ
ら

を

み
て
も
、

畿
内

に
お

い
て
は
外
様

大
名

と

い
う

べ
き
義

弘
よ

り

も
、
滅

び

ゆ
く
在
地

勢
力

で
あ

る
氏
清

や
小

林

の
方

に
共
感

が
生

ま
れ

て

い
た

こ
と
が

理
解

で
き

よ
う
。

 
義

弘

は
明
徳

の
乱
平

定
後

、
そ

の
功

と
し

て
和
泉

・
紀

伊
を
与

え

ら
れ

た
。

そ
し

て
和
泉

に
従

来
よ

り
大
内

氏

が
信
仰

し

て
き

た
妙
見

社
を
勧

請

し
て

い
る
。

た
だ
、
義

弘

は
山
名
氏

清

と
は
違

い
、

有
力
守

護

の
例

に
漏

れ
ず

在
京

し

て
お
り
、

和
泉

・
紀
伊

に
は
守
護

代

と
し

て
陶

弘

宣
を

任
じ

て

い
た
。

応
永

の
乱

に
お

い
て
、
義

弘

は
和
泉

国

の
堺

で
籠

城

し

た

の
で

あ

る
が
、

『
堺
記

』

に
は
興
味

深

い
記
述

が
見

ら
れ

る
。

 

 
さ

て
、
大
内

此

上
は

と
て
合
戦

の
様

評
定

し

け
る

に
、
噺

囲

此

間
は

 

 
随
分

教
訓

し
け

れ
ど
も

、
無

承
引
上

は
今

更
捨

て

の
く

べ
き

に
は
非

 

 
と

て
評

定

の
末
席

に
出

て
申

け

る

は
、
先

河
内

の
嵩

山
を

打

取
リ
東

 

 
條

・
土
丸

の
辺

を
陣

に
取

て
和

泉

・
紀
伊

国
を

管
領

せ
ば

、

五
年

十

年

な

り
と

云
と

も
御
方

つ
ま

る

べ
か
ら
ず

。
堺

の
浦

・
清

水

の
浦
、

中
国
の
船
の
通
路
も
便
あ
る
べ
し
と
申
け
れ
ば
、
國

進
出

て
、

「
軍

は
勝

ん

と

て
其
気

進

み
、

軍
負

む
と

て

は
必

其
気

退

く
。

さ
れ
ば

先
ず

る
時

は
人

を
制

し
、
後

に
す

る

と
き

は
人

に
制

せ
ら

る

と

こ
そ
申

せ
。
堺

の
浦

に
落
体

に
て
尼
崎

に
取

あ
が

り
、

其

よ
り

八

幡

の
御

陣

に
か

〉
り

て
思
様

に
合
戦

し

て
勝
負

を

一
時

に
可
決

と
申

け
れ
ば
、
関

囲
本
よ
り
此

謀

反
無
益

の
事

と
頻

に
諌

け

る
者

な
れ
ば

、

城

を
構

へ
他

国
を

打
取

ら
ば
、

の
こ
る
箸

策
も

あ

る

べ
か
ら
ず

。
此

ま

〉
に

て
こ
そ
後

訴
も

あ
ら

ん
ず

れ
と
心

中

に
思
け

れ
ば

、
海

上

の

事
片
時
も
風
波
難
測
。
又
堺
打
捨
て
出
て
は
和
泉

・
紀
伊
国
の
国
人

皆
京
の
御
方

へ
可
参
。
然
ば
御
方
は
弥
御
勢
す
き
、
御
所
勢
は
弥
重

な

る

べ
し
。

多
勢

に
無

勢

不
可
叶

。

天

の
利

は

不
ニ
レ
如

地
ノ
利

ニ
ハ
「。

 
 
地
ノ利
は
人
の
和
に
は
不
如
と
て
、
険
阻
の
城
を
構
ん
よ
り
は
人
を

 
 
利
せ
よ
と
こ
そ
見

へ
て
候

へ
。
此
所
は
当
方
の
管
領
口
し
て
非
義
を

 
 
致
さ
ゴ
る
間
、
土
民
も
悦
の
眉
を
開
て
柳
も
御
方
を
背
心
あ
る
べ
か

 
 
ら
ず
。
其
上
兵
糧

・
材
木
多
き
所
な
れ
ば
、
思
様
に
要
害
を
構
べ
し
。

 
 
他
国
の
城
を
打
取
ら
ば
手
者
を
も
吐
穂
ポ
大
事
の
前
の
少
事
に
人
力

 
 
を
尽
さ
む
事
も
無
益
也
と
申
せ
ば
、
大
内
此
儀
に
同
じ
、
臆
材
木
を

 
 
集
め
、
数
百
人
の
番
匠
を
以
種
々
の
工
を
尽
し
て
勢
楼
四
十
八

・
矢

 
 
櫓

一
千
七
百
、
東
西
南
北
各
十
六
町
、
魚
鱗
鶴
翼
の
陣
を
張
け
る
は
、

 
 
蜀
の
諸
葛
亮
が
呉
国
を
打
取
ら
む
と
て
江

に
よ
て
天
地
風
雲
飛
龍
翔

 
 
鳥
虎
翼
蛇
幡
の
八
陣
を
造
し
も
是
に
は
過
と
そ
見
へ
け
る
。

こ
れ
は
大
内
義
弘
方
の
軍
評
定
の
場
面
で
あ
り
、
〈
応
永
記
〉
諸
本
に
大

き
な
異
同
は
な
い
。
新
介

(大
内
弘
茂
)、
杉
豊
後
入
道

(杉
弘
信
)
の

積
極
策
、
平
井
道
助
の
消
極
策
が
述
べ
ら
れ
、
結
局
平
井
の
籠
城
策
が
採
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ら
れ

た

の
で
あ

る
が
、
傍

線
部

を
見

る

限
り
義

弘
が

国
人
衆

を
十

分
掌
握

し

て
い
な
か

っ
た
こ
と

が
う

か
が
わ

れ
る
。
今

谷

明
氏

の
指

摘

に
よ
れ
ば

、

守
護
職

が
世
襲

相
伝

の
家

職

と
し

て
意
識

さ

れ
、

そ
の
地
域

に
確

乎
不
抜

の
基
盤

を
も

つ
よ

う

に
な
る

の

は
応

永

の
乱
後

の
論
功

行
賞

以
後

で
あ

る

と

い
う

。
そ

れ
以
前

の
守

護
職

は
、

戦
乱

の
激

し

い
地

域

で
は
次

々
と
守

護
職

が
更
迭

さ
れ

て

お
り
、
中

央
政

権

の
も

と

に
お
け
る
政

治
的
勢

力

の

優

越

に
よ

っ
て
在
地

の
実

質
的

掌
握

と

は
関

わ
り

の
な

い
、

い
わ
ば

上

か

ら
与

え
ら
れ

た
領
主

権

で
あ

っ
た

た
め
、

守
護

大
名

の
領
国

に
お
け
る

国

人
衆

口
在

地
領

主
層

の
多

く

は
、

一
応

は
守
護

の
支
配

下

に
、
そ

の
被
官

と
し

て
組

織

づ
け

ら
れ

て

い
る

か
の
ご

と
く

で
あ

っ
て
も
、

実
際

は
そ

の

背
後

の
幕

府
権

力

に
支

え
ら

れ

て
の
も

の
で
あ

っ
て
、

守
護
自

ら

が
独
自

に
築
き
上
げ

た
も

の
で

は
な

か

っ
た

の
で
あ

る
。
加

え
て
守

護

は
京

都

に

常

駐
す

る
こ

と
を
余

儀
な

く

さ
れ

た
た

め

に
、

領
国

の
直
接

支
配

は
守
護

代

以
下

の
被
官

に
委

ね

て

い
た
。
よ

っ
て
在

地
領

主
層

は
新

た

に
任

じ

ら

れ
る
守
護

に
簡

単

に
従
属

し

た
わ

け
で

は
な
く

、
そ

の
被
官

と
な

る

こ
と

が
利
益

と
な

る

か
ど

う

か
を
敏

感

に
見
極

め

た
。
〈
応

永

記
〉

に
お

い
て

在

地
領
主

層

た
る
国

人
衆

の
様

子

は
ほ

と
ん
ど
描

か
れ
な

い
こ
と

は
、
彼

ら
が
ど

ち
ら

に

つ
く

べ
き
か

日
和
見

主
義

を

と

っ
た

こ
と

に
よ
る

の
で

は

な

い
だ

ろ
う

か
。

一
度

は
幕
府
方

を

退
却

さ

せ
た
義
弘

も
、

入
念

な
下
準

備

に
よ

る
幕
府

方

の
二
度
目

の
攻
撃

に
は
も
は
や
そ

れ
を

防
ぐ
術
は
な

か

っ

た
。
加

え
て
義

弘

の
家
臣

で
あ

る
紀

伊
国
住

人
富

田

は
数

日
前

に
管

領
畠

山

満
家

に
降
参

し

て
お
り

、
満
家

に
誰
が
義

弘

で
あ

る
か
を

告
げ
、

更

に

両

軍
が
合

戦
を

し

て

い
る
際
、

に
わ

か

に

「
大
内

が
後

に
引

か

へ
た
り

け

る
国
人

二
百
余

騎
」

が
以
前

よ
り
幕
府

方

に
内

通
し

て

い
た
た
め
満

家
側

に
寝
返

っ
た
。

こ
こ
で

い
う
国

人

は
類
従
本

等

に
よ

り
石
見

の
国
人

と

わ

か

る
。

『
堺
記

』

が
幕

府

方

に
寝

返

っ
た
国
人

が

石
見

の
そ

れ

で
あ

り
、

他
本

に
み

ら
れ

る

「
濟

ヤ

石
見

勢
」

(類

従

本
)

と

い
う

よ
う

な
義

弘

の
非
難

の
言

葉

を
記

さ
な

い
の
は
、

既

に
幕
府

方

と
な

っ
た
彼

ら
を
裏

切

り
者

と
し

て
描

く

こ
と
が
揮

ら

れ
た

か
ら

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。
義

弘

は

森

民
部

丞

と

と
も

に
奮

戦

し
た

も

の
の
、
あ

え
な

く
最
期

を
遂
げ

る
。

義

弘
戦

死
後

、

そ

の
亡

骸

は
直

ち

に

「
泉
州

堺

之
寺

院
」

(
お

そ

ら
く
義

弘

山
妙
光

寺

で
あ

ろ
う

)

に
葬

ら

れ
た

が
、
後

に
周
防

へ
と
移

さ

れ
た

こ
と

も
、
義

弘

が
堺

に

お

い
て
基

盤

を
持

ち
得
な

か

っ
た
こ
と

の
表

れ

と
見
ら

れ

る
。

 

総

じ

て
、

〈
応

永
記

〉

に
唱

導
的

色

彩

が

み
ら

れ
な

い
の
は
、
義

弘

自

身

が
時

衆

に
帰
依

し

て

い
な
か

っ
た

こ
と

に
よ
る

と
こ
ろ
が

大

き

い
と
思

わ
れ

る
。

ま
た
、

哀
話

の
欠

如

は
義

弘

が
畿
内

に
お

い
て
は
そ

れ
が
生

ま

れ
る
だ

け

の
支
持

基
盤

を
持

っ
て
お

ら
ず

、
義

弘

の
戦

死

に
も

同
情

が
寄

せ
ら

れ
る

こ
と
が

あ

ま
り

な
か

っ
た

か
ら
だ

と
考

え
ら
れ

よ
う
。

占
ノ、

 

 

こ
れ

ま

で

に
、

〈
応

永

記
〉

に
は
時

衆

の
関
与

は
ほ
と

ん

ど
考

え

ら
れ

な

い
こ

と
を

指
摘

し
た
。

そ
れ

で

は
、

〈
応

永

記
V

は
ど

の

よ
う

に
し

て

つ
く

ら
れ

た

の
か
を
考

察

し
た

い
。

そ
こ

で
注

目
す

べ
き
人

物

と
言

え
る

の
が
、

義
弘

の
謀

反

に
終
始

批
判

的

で
あ

っ
た
平
井
道

助

で
あ

る
。
道

助

は
絶
海

が
幕
府

の
使
者

と

し
て
堺

に
下
向

し

た
際

の
内

談

に

お

い
て
義

弘

に
上
洛

を
勧

め

て

い
る
。
軍

評
定

に

お

い
て
も
消
極
的

な
籠

城
策

を
進

言

し
、
義

弘
戦

死
後

に
弘

茂

の
自
害

を

と
ど
め
、

降
伏

さ
せ

た

の
も
道
助

で

あ

っ
た
。
道

助

の
乱
後

の
動

向

に

つ
い
て
は

不
明
な
点

が
多

い
が
、

弘
茂

と

と
も

に
幕

府

に
降

っ
た

こ
と

は
間

違

い
な

く
、
〈
応

永

記
〉

の
成

立

に
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は
道

助

の
如

き
義
弘

側

の
重

臣

の
供
述

が
大

き
な
要
素

を
占

め
て

い
た

と

考

え
ら

れ

る
。

か
な
り

の
紙

数
が
費

や

さ
れ
、

作
品
構

成

上
重
要

な
位

置

を
占

め

る
と
さ

れ
る
幕
府

の
使
者

絶
海

と
義

弘
と

の
論
争

に
お

い
て
、
絶

海

の
説

得

よ
り
も
義

弘

の
言

い
分

の
方

に
力
点

が
置

か
れ
て

い
る

の
は
、

そ
れ
が

元
来
謀

反

を
回
避

で
き
ず

、
朝
敵

と

な
ら
ざ

る
を

得

な

か

っ
た
義

弘

側

の
弁
明

だ

っ
た

か
ら
で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。
大

村
本

に
付

載

さ
れ

る

『
大
内

義
弘

物
語
』
に
お

い
て
は
、
絶
海

の
説

得

は
ほ
と

ん
ど

記

さ
れ
ず

、

義

弘

の
主
張
が

詳
細

に
記

さ
れ
て

い
る
の
は
、
そ

の

こ
と
を
推

測

さ
せ

る
。

本

書

は
絶
海

が
義
弘

説
得

の
不
成

功
を

告
げ

た
と

こ
ろ

で
突
然

終

わ

っ
て

い
る
点

、

不
自

然

で
あ

る
が
、
主

殺
し

の
大
罪

を
犯

し

た
赤
松

氏
側

の
弁

明

の
書

と

い
う

べ
き

『嘉

吉
物
語

』

と
同
様

の
性
質

を

も

っ
て

い
た
と
思

わ
れ

る
。

そ

の
弁

明

の
書

と

い
う

べ
き

も

の
が
幕
府

側

の
人
物

に
よ

っ
て

揮
ら

れ
る
記

載
を
削

除

し
た

り
、

中
国

故
事

を
付
加

し
、

こ
な

れ
た
文
体

へ
と
改
変

し

て

い
く
過

程

に
お

い
て
、

徐

々

に
幕
府

寄

り

の
姿
勢

を
強

め

て

い

っ
た

の
で
は
な

か

っ
た

か
。
そ

の

つ
ま

る
と
こ

ろ
が

『堺

記
』
で
あ

っ

た

と
思
わ

れ
る
。

幕
府
側

の
最
初

の
攻

撃

が
失
敗

に
終

わ
り

、
退
却

す

る

く
だ

り

に

『
堺
記

』
の
独
自

記
事

と
し

て

「城

中

の
事

は
み

ね
ば

し
ら
ず

」

と
記

す

の
は
、

そ
れ

が
幕
府
側

の
手

に
な

る

こ
と
を
明
確

に
示

し

て
い
よ

う
。

そ
し

て

『堺

記
』

が
他

に
比
し

て
語

り
も

の
的
要

素
を

も

っ
て

い
る

の
は
、
そ

れ
が
語

り

も

の
と

な

っ
て

い
た

こ
と
を

示

す

の
で
は

な
く
、

和

田
氏

が

『嘉

吉
物

語
』
の
形
成

に
お
い
て
指
摘

す
る

よ
う

に
、
作
者

の
拠

っ

て
立

つ
文

学
的
基

盤

が
唱
導

の
よ
う

な
語

り
も

の

に
よ

っ
て
培

わ
れ

て

い

た

た
め

で
あ

ろ
う
。
言

う
ま

で
も
な

く
最

も
整
備

さ

れ
た

『
堺
記

』

に

お

い
て
も
、

絶
海

と
義

弘

の
問

答

や
義

弘
奮

戦

の
場
面

に

お

い
て
、
幕
府

寄

り

の
姿
勢

は
徹
底

し
て

い
る
わ

け
で
は

な

い
。

そ

れ
は

こ

の
作

品

が
十
分

に
読

み
継
が

れ
、
洗

練

さ
れ

る
だ
け

の
時
間

に
乏

し

か

っ
た

こ
と

と
無
関

係

で
は
な

か
ろ
う
。

義
弘

の
謀

反
を
記

録

し
よ

う
と

い
う
意

識

が

〈
応
永

記
〉

作
者

の
根
底

に
あ

り
、
幕

府
寄

り

の
姿
勢

と

か
、
語

り

も

の
的
要

素

と

い
う
も

の
は
、

後

か
ら
付
加

さ

れ
る
も

の
で
あ

っ
て
、

そ

れ
ら

は
決

し

て
本

来
的

な
も

の
で

は
な

い
の
で
あ

る
。

そ

の
点

「室

町

軍
記

こ
そ
軍

記

物

の
本
然
的

な
姿

を

さ
ら
け
だ

し

て

い
る
の

か
も
し

れ
な

い
」

と

い
う

和

田
氏

の
指
摘

は
正
鵠
を

得

て

い
よ

う
。
軍

記
物

を
相

対
的

に
評
価

す

る
上

で
、

後
期

軍
記

の
存
在

は
今
後

も

っ
と
注

目

さ
れ

る

べ
き

で
は
な

い
だ

ろ

う

か
。

お
わ
り
に

 
以
上
、
〈応
永
記
〉
を
小
林
氏
の
系
統
に
則
り
、
そ
の
成
立
事
情
を
論

じ
て
き
た
。
従
来

〈応
永
記
〉
は
文
学
的
興
趣

に
乏
し
い
と
さ
れ
、
ほ
と

ん
ど
関
心
を
集
め
る
こ
と
な
く
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
子
細

に
検
討
す
れ
ば
漢
籍
受
容
や
先
行
軍
記
の
影
響
、
政
治
的
背
景
の
反
映
が

う
か
が
わ
れ
、
ま
た
軍
記
物
の
本
然
的
な
あ
り
か
た
を
考
察
す
る
上
で
も

重
要
な
要
素
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
近
年
、
大
内
氏
の
祖
先
は
百

済
よ
り
日
本
に
渡
っ
た
琳
聖
太
子
で
あ
る
と
す
る
所
謂
渡
来
伝
承
は
、
義

弘
の
段
階
で
形
成
さ
れ
た
と
す
る
説
が
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
か
ら
も

義
弘
の
時
代
は
大
内
氏
の
中
で
大
き
な
転
換
期
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
(1
) 

小
林

賢
章

「
『応
永
記
』
諸

本
の
系
統
」

 

 

る
会

『語
文
叢
誌
』 

昭

56

・
3
)

(田
中
裕
先
生
の
御
退
職
を
記
念
す
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(2
) 

加
美

宏

「
『応

永
記
』

の
本

文

に

つ
い

て
1

第

二
類
本

の
調

査
報

告
1
」

 
 

(『軍
記
と
語

り
物
』
六
、
昭

43

・
12
)

(3
) 

冨
倉

徳
次
郎

「応
永

記
の
形
態
-
傳
後
崇

光
院
筆
堺
記

の
紹
介
1
」

(『国
語

 
 
と
国
文

学
』
第
二
六
巻
第

一
〇
号
、
昭
24

・
10
)

(4
) 
加
地

宏
江

「応
永
記
諸
本

の
検
討

」

(『図
書
館
界
』
第
三

一
巻
第
五
号
、
昭

 
 
55

・
1
)

(5
) 
詳
細

は

『軍
記

と
語

り
物

』
第

三
三
号
、
平
9

・
3

の
研
究
展
望

(武

田
昌

 
 
憲
氏
執

筆
)
を
参
照
さ
れ
た

い
。

(6
) 

但
し
大
村
本

は
注

(2
)
前
掲
論

文
で
加
美
氏
が
指
摘
す

る
よ
う

に
、
寛
文

 
 
元
年

(
一
六
六
〇
)

に
如

松
子
が
類
従
本

を
省
略
改
変
し

て
成
立

し
た
も
の
で

 
 
あ
る

た
め
、
本
稿

で

は
考
察

の
対
象

と
し
な

い
。

な

お
、

こ
れ

に

つ
い
て
は

 
 

『室

町
軍
記
総
覧
』
明

治
書

院
、
昭
60

・
12

に
翻
刻
さ
れ

て
い
る
。
朝
倉
氏
蔵

 
 
本

に

つ
い
て
も
現
在

一
本
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
、
他
本

へ
の
影
響

は
み
ら

 
 
れ
な

い
た
め
言
及

し
な

か

っ
た
。
詳

細
は
小
林
氏

「
『応
永

記
』

の
真
名
化
」

 
 

(『人
文

学
論

集

(大
阪
府
立
大
学
)
』
第

一
集
、
昭
58

・
3
)
を
参
照

さ
れ
た

 
 
い
。

本
書
は

『応
永
記

・
明
徳
記
』
古
典

資
料
7
 

す
み
や
書
房
、
昭

45

・
12

 
 
に
影
印

が
あ
る
。

(7
) 

以
下

引
用
は
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
紙
焼
き
写
真

に
よ
る
。

(8
) 

天
曲

接
三
編

『妙

心
寺
六
百
年
史

』
昭
10

・
4
 
九
〇
頁
。
川
上
弧
山

・
荻

 
 
須
純
道

『増
補
妙
心
寺
史
』
思
文
閣
出
版
、
昭

50

・
4
 

七
六
頁
。

(9
) 

玉
村
竹

二

「初
期
妙

心
寺
史
の
二
一二
の
疑
点
」

(『日
本
禅
宗
史
論
集
 

下
之

 
 
二
』

思
文
閣
出
版
、
昭

56

・
2
)

(10
) 

三
浦
周
行

監
修

『堺
市

史
 
第

一
巻

(本
編
第

一
)』
堺
市
役

所
、
昭

5

・

 
 
3

(昭
41

・
12

に
清
文
堂

出
版
よ
り
復
刻
) 

二
八

一
頁

に
お
い
て
こ
の
寺

を

 
 
堺

の
妙
光
寺

と
推
定

す
る
の
は
神
宮
本

の
存
在

に
気
づ

か
な
か

っ
た
た
め
で
あ

 
 
ろ
う
。

(11
) 

『堺
記
』

に

「
さ
て
御

祈
薦
処

々
に
有
け

る
に
、
青
蓮
院
宮
鞍

馬
寺

に
於
て

 
 
四
天
王

の
法
を
修

せ
ら
る
。
昔
よ
り
此
法
を
修
せ
ら

る

》
時
、

凶
徒
対

治
な
し

 
 
と
云
事
な

し
。
近
比

は
土
岐
御
対
治

の
時
此
法
を
被
行
、
第

五
ヶ
日
め

に
美
濃

 
 
国
破

れ
、
御
対
治
落

居
了
。
又
、
山
名

の
陸
奥
守
が
時
同

く
此
法

を
被

行
、
冥

 

慮

に
や
依

け
ん
、
第

七

ヶ
日
め
京
都

に
乱
入
被
討
畢
。
今
度
代

々
の
佳
例

に
任

 
 
て
、
青
連

院
鞍
馬
寺

に
御
参
籠
、
決

定
修
中

に
落

居
し

ぬ
と
そ
申
け

る
。
」

と

 
 
あ

る
。
な

お
、
『
堺
記
』

の
引

用
は
主

と
し
て
関
西
大
学
中

世
文
学
研

究
会
編

 
 

『尊
経
閣
文
庫
蔵

堺
記
』
和
泉
書
院
、
平

2

・
4
に
よ
り
、
適

宜
和
田
英
道
氏

 
 
に
よ
る
翻
刻

(『跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
報

』
第

一
九
号
、
平

3

・
3
)

 
 
を
参
照
し

た
。

玉
村

氏
は
注

(9
)
前
掲
論
文

に
お
い
て
、
義

満
が
妙
心
寺

を

 
 
尊
道
親
王

に
与

え
た
の
は
、
親

王
が
妙
心
寺
開
基

で
あ
る
花
園
法
皇

の
甥

で
あ

っ

 
 
た
た
め

で
あ

る
と
推
定

さ
れ
る
。

(12
) 

以
下
大
内
氏

の
記
述

は
主

と
し
て

左
記

の
文
献
を
参
照
し
た
。

 
 

・
近
藤
清
右

『大
内

氏
実
録
』
明
治

24

・
1

(昭
59

・
2
に

マ
ツ
ノ
書
店

よ
り

 
 
 
増
補
復
刻
)

 
 

・
御
薗
生

翁
甫

『大
内
氏
史
研
究
』
昭

34

・
10

(昭
52

・
2

に
同
書
店

よ
り
復

 
 
 
刻
)

 
 

・
松
岡
久
人

『大
内
義
弘
』
人
物
往
来

社
、
昭
41

・
10

 
 

・
米
原
正
義

『戦
国
武
士

と
文
芸

の
研
究

』
桜
楓
社
、
昭
51

・
10

(13
) 

大
内
系
図

に
お
い
て
弘
茂

は
家
督

相
続
者
と
さ
れ
て

い
な

い
。

(14
) 

加
地

氏
は
注

(4
)

前
掲
論
文

に

お
い
て
、

神
宮
本

に

「
妙
心
寺
」

「無

因

 
 
和
尚
」

と
寺
名

、
僧
名

を
明
ら

か
に
し
て
い
る
こ
と
を

「
か
な
り
後
年

に
至

っ

 
 
て
も
加
筆

す
る
こ
と
が

で
き

る
よ
う
な
も

の
で
は
な

い
」
と
し
た
上

で
、
神
宮

 
 
本

の
祖
本

の
成

立
を
義
満

へ
の
配
慮
が

な
く

な

っ
た

「義
満

没
後

か
ら
義
持

の

 
 
死

に
至

る
ま
で
の
間
、
す
な

わ
ち
応
永

一
五
年

か
ら
同
三
五
年
ま

で
の
間

」
と

 
 
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
み
た
よ
う
に
神
宮
本

に
は
唯

一
大
内
弘

茂
が

 
 
家
督

を
相

続
し
た
と

い
う
記
事
が
あ

る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
義
満
没
後

に
こ

の

 
 
よ
う

な
記

述
が
な
さ
れ

る
と
は
考

え
ら
れ
ず

、
神
宮

本
は
乱

後
間
も

な
い
時

期

 
 
の
成
立

と
見

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(15
) 

注

(4
)
加
地
氏
前
掲
論
文

(16
) 
川
瀬

一
馬

『
五
山
版

の
研
究
』

A
B
A
J
、
昭

45

・
3
 

四
七
四
頁

(17
) 

注

(1
)
小
林
氏
前
掲
論

文

(18
) 

黒
田
彰

『胡
曾
詩
抄
』
解
題
 

三
弥
井
書

店
、
昭
63

・
2
、
後

に
同
氏

『中

 
 
世
説
話

の
文
学
史
的

環
境
 
続

』
和
泉
書
院
、
平

7

・
4
に
再
録
。

(
19
)

加

美
氏

は

『太
平
記
』

の
後
期
軍
記

へ
の
影
響
は

『応
仁
記
』

か
ら
と
さ
れ

 
 
て
い
る

(「
『太
平
記
』

の
影
響
ー

室
町

・
戦
国
軍
記
」

(『太
平

記
享
受
史
論
考

』
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桜
楓
社
、
昭
60

・
5
))

こ
と
は
再
考

の
余

地
が
あ
ろ
う
。

(20
) 

注

(1
)
小
林

氏
前
掲

論
文

(21
) 

玉
村
竹

二

「足
利
義
持

の
禅

宗
信
仰

に
就

て
」
注

(9
)
玉
村
氏
前
掲

書
所

 
 
収
、
注

(12
)
米
原
氏
前
掲
書

(22
) 

注

(3
)
冨
倉
氏
前
掲
論
文

(23
) 

表
記

の
面
で
は

『応
永

記
』

の
漢

文
体
表
現

に
対
し
、

『堺
記
』

は
仮
名

交

 
 
じ
り
文
体

の
表
記

が
主
流

で
、
和
文
調
が
強

い
。
内
容

に

つ
い
て
は
、

多
く
の

 
 
独
自
記
事
を
持

つ
と
い
う
点

が

『堺
記
』

の
特
徴

と
い
え
る
が
、
既

に
小
林
氏

 
 
が
注

(
1
)
前
掲
論
文

に
お

い
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う

に

『応
永
記
』

の
持

つ
基

 
 
本
的
な
構
成

部
分
は
有
し
て

い
る
。

(24
) 

村
上
光
徳

「
堺
記
 
伝
後
崇
光
院
御

筆

(上
)

(下
)」

(『駒
沢
国
文
』
第
四

・

 
 
五
号
、
昭
40

・
10
、
41

・
11
)
及
び
注

(11
)
の
二
本

。

(25
) 

加
美
宏

「『応
永
記
』
小
考
-

第

}
類
本

『堺

記
』
を
中

心
と
し
て
ー

」

(佐

々

 
 
木
八
郎
博
士
古
稀
記
念
事
業
会

編
集
委
員
会

『軍
記
物

と
そ
の
周
辺
』

早
稲
田

 
 
大
学
出
版
部
、
昭
44

・
3
)

(26
) 

注

(3
)
冨
倉
氏
、
注

(25
)
加
美
氏
前
掲
論
文

(27
) 

こ
の
点

に

つ
い
て
は
加
地
宏

江

「『堺

記
』
と

『応
永

記
』
と
1

十

五
世
紀

 
 
の
歴
史
叙
述

に
お
け
る
諸

問
題
1
」

(『日
本
史
研
究
』
第

一
一
五
号
、
昭
45

・

 
 
11
)

の
記
事
対
照
表

に
お

い
て
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ

 
 
る
見
解
は
筆
者
と
は
大
き
く
異
な

る
。

(28
)

加
地
氏

は
注

(27
)
前
掲
論

文

の
記
事
対
照
表

に
お
い
て
、
こ
の
部
分
を
引

 
 
き
分
け

と
判
断

さ
れ
て

い
る
が
、
幕
府
側
が

二
度

目
の
攻

撃
を
す
る
際

「先
度

 
 
の
合
戦
城
責

の
用
意
無

し
て
余

に
敵
を
安
平

に
し
て
多

の
人
を
損

た
り
」
と
あ

 
 
り
、
攻

め
あ
ぐ

ね
て
退
却

し
た

こ
と

か
ら
す

れ
ば
、
敗
北

と
み
る
の
が
妥
当
で

 
 
あ
ろ
う
。

(29
) 

注

(1
)
小
林
氏
前
掲
論
文

(30
) 

注

(25
)
加
美
氏
前
掲
論
文

(31
) 

注

(
27
)
加
地
氏
前
掲
論
文

(32
) 

更

に
、
平
瀬
直
樹

氏

に
よ
れ
ば
、
大
内
重

弘
の
乗

福
寺

を
史
料
上
の
初
見
と

 
 
し

て
、
義
隆

の
龍
福
寺

に
至
る
ま

で
、
代

々
の
大
内

氏
当
主

に
よ

っ
て
創
建
さ

 
 
れ
た
菩

提
寺

の
ほ
と
ん
ど
は
禅
宗

で
あ

る
と

い
う

(「
大
内
氏

の
妙

見
信
仰
と

 
 
興
隆
寺

二
月
会
」

(『山

口
県
文
書

館
研
究
紀
要
』
第

一
七
号
 

平
2

・
3
))
。

(33
)

前
田
博

司
氏

に
よ
れ
ば
、

 
四
世
紀
後
半

よ
り
大
内
氏
の
家
臣

が
時
宗

を
庇

 
 
護
し

て
い
る
と

い
う

(「
「道
場
」

地
名
と
時
宗
寺
院

の
盛
衰
」

(『
山

口
県
地
方

 
 
史
研
究
』
第
六

一
号

、
平
1

・
6
)
)。

(34
) 

岩
波
文
庫

(冨
倉
徳
次
郎
解
説

、
昭
16

・
12
)
所
収
。
陽
明
文
庫
編

陽
明
叢

 
 
書
国
書
篇
第

「
○
輯

『平
治
物
語

・
明
徳

記
』
思
文
閣
出
版
、
昭

52

・
6
に
影

 
 
印
が
あ

り
、
以
下

『
明
徳

記
』
の
引
用
は

こ
れ
に
拠

る
。

(35
) 

こ
の
部

分
は
冨
倉
氏

に
よ
り

『平
家
物
語
』

の
重
盛
教
訓

の
影
響

が
指
摘
さ

 
 
れ
て

い
る

(「
明
徳
記
考

 
ー
近
衛

家
蔵
明

徳
記

に
就

て
ー

」

(『国
語

国
文
』

 
 
第

一
〇
巻
第

二
号
、

昭
16

・
2
))

(36
)

小
林
健

二

「謡
曲

「小
林

」
考
」

(『国
文
学
研
究
資
料
館
紀

要
』
第

一
〇
号
、

 
 
昭

59

・
3
)

(37
) 

山

上
登
志

美

「島
原

松
平

文
庫

本

『明

徳
記
』
作

成

の
目
的

に

つ
い
て
」

 
 

(『論

叢

(甲
南
女
子
大
学
大
学
院

)』
第

一
六
号
、
平

6

・
3
)

(38
) 

こ
の
点

よ
り
和
田
英
道
氏

は

『明
徳
記
』
作
者
が
大
内
氏

の
被
官

で
あ
る
こ

 
 
と
を
否
定
さ
れ
る
。

(『『明
徳
記
』
校
本
と
基
礎
的
研
究
』
笠
間
書
院
、

平
2

・

 
 
3
)

三
三
二
～

三
三
四
頁

(39
)
・

『明
徳
記
』

上
巻

「
満
幸
氏
清
を
和
泉

に
訪

ね
合
戦

の
事

を
勧
む
」

 
 
 
 
や
が
て
和
泉
国
に
馳
越
て
奥
州
に
申
さ
れ
け
る
は

…

 
 

・

『同
』
下
巻

「山

名
氏
清
御
台

の
事
」

 
 
 
 
又
こ
と
さ
ら
た

め
し
な
く
哀
な
り
し
は
、
和
泉

の
境

に
ま
し
く

け
る
奥

 
 
 
 
州
の
御
台

の
御
事
也
。

(中

略
)
又
半
時

ば

か
り
あ

り
て
、
境

の
道

場
よ

 
 
 
 
り
奥

州
に
付
申
さ

れ
た
り
け
る
時
衆
と
宮

田
左
馬
助

の
使

と
二
人
走
重
て

 
 
 
 
来

た
り
。

(以
上
陽
明
文
庫
本

。
標
目
は
陽
明
叢
書

に
ょ

る
。
)

 
 

・
謡
曲

『小
林
』

 
 
 
 
物

カ
タ
リ

「さ

て
も
明
徳

二
年
十

二
月
廿
六
日

に
、
山
名

の
む

つ
の
か
み

 
 
 
 
氏

清
は
、

い
つ
み
の
堺
を
た

つ
て
此

や
わ
た
の
お
や
ま
に
ち
や
く
陣
す
。
」

 
 
 
 

(注

(36
)
小
林
氏
前
掲
論

文

に
お

い
て
最

も
古
態
を
残

し
て

い
る
と
さ

 
 
 
 
れ
る
松
井
家

一
番

綴
謡

本
を
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
紙
焼

き
写
真

に
よ
り

 
 
 
 
参
照
し
た
。
な

お
、
島

原
松
平
文
庫
本

『
明
徳
記
』

に
も
同
様

の
記
述
が

 
 
 
 
あ
る
。
)
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※

『堺
市
史
 
第

一
巻
』

二
六
二
頁

に
氏
清
は
常

に
堺

に
お
り
、
そ

の
名
を

 

 
 
 
改

め
て
泉
府

と
称

し
た
と
伝
え
ら
れ
る
と
あ
る
が
、
典
拠

に

つ
い
て
は
未

 

 
 

勘

。

(40
) 

村
田
勇
司

「能

「小
林

」
の
周
辺
」

(『学
芸
国
語
国
文
学
』
第

二
四
号
、
平

 

 
5

・
3
)

(41
)

砂
川

博

「
『
明
徳

記
』
と
時
衆
」

(
『日
本
文
学
』

三
六
、
昭

62

・
6
)
和

田

 

 
英
道

氏
は
注

(38
)
前
掲
書

で

『
明
徳

記
』

に
お
け
る
時
衆
的
性
格

は
全
編

を

 

 
多

い
尽
く
す
も

の
で
は
な

い
と
し
た
が
、
砂
川
氏
は

「明
徳
記
と
時
衆

・
再
論

 

 
-
和

田
英
道
氏

『明
徳
記
 
校

本
と
基
礎
的
研
究
』

に
触
れ
て
ー
」

(『北
九
州

 

 
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
四
五
号
、
平
3

・
10
)

に
お
い
て
反
論

さ
れ
て

い
る
。

(42
) 

『興
隆
寺
文
書

』
大
内
義
弘
書
状

(『防
長
史

学
』
第

一
号
 
防
長
史
談
会
、

 

 
昭
5

・
8
)
な

お
、

こ
れ
は
後
述

の

『妙
光

寺
文
書

』

(『堺
市

史
 
第

四
巻

 

 

(資
料

編
第

一
)』
四
〇
頁
)
に
よ

り
義
弘
山
妙
光
寺

で
あ

る
こ
と
が
わ

か
る
。

(
43
)

今

谷
明

「室

町
幕
府

と
守
護
職
論
」

(今
谷
明

・
藤
枝
文
忠
編

『室
町
幕
府

 

 
守
護

職
家
事
典
 
上
』
新
人
物
往
来
社
、
昭
63

・
4
)

(44
) 

水

野
恭

一
郎

「南
北
朝
内
乱

期
に
お
け
る
山
名
氏

の
動
向
」

(『武
家
時
代

の

 

 
政
治
と
文
化
』
創
元
社
、
昭
50

・
2
)

(45
) 

永

原
慶

二

『日
本
封
建

制
成

立
過
程
の
研
究
』
第
八
 

守
護
領
国
制

の
展
開

 

 
 
岩
波
書
店
、
昭
36

・
4

(46
) 
義

弘

は
謀
反

に
際
し
、

鎌
倉

や
興
福
寺
等
と
も
連
絡
を
取

っ
て
お
り
、

こ
れ

 

 
が
成

功
す

れ
ば
幕
府

の
滅

亡
も
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ

っ
た
。
な

お
、

三
浦
周

 

 
行
監
修

『堺
市
史
 
第

一
巻
』
第

一
の
二
章
及
び
同
氏

「堺
港

」

(『大
阪
と
堺
』

 

 
岩
波
文
庫

、
昭
59

・
6
)
、
中
村
直

勝

『堺
文
化
史

伝
』
第

三
章

第

一
節
 
大

 

 
内
氏
と

堺

(『中

村
直
勝
著
作

集
第
十

一
巻
 
歴
史

の
発

見
 
上
』
淡
交
社

、

 

 
昭
53

・
12
)
に
お
い
て
、
両
氏
は
義
弘

に
対
し
土

民
ーー
堺
市

民
は
好

意
的
で
あ

っ

 

 
た
と
そ
れ
ぞ

れ
推
定

さ
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
は

「土
民
も
悦

の
眉
を
開

て
柳

も

 

 
御
方

を
背
心
あ

る
べ
か
ら
ず
」
と

い
う
道
助

の
希
望
的
観
測
を
、
既
成
事
実

と

 

 
し
て
解
釈
し
た

こ
と

に
よ
る
も

の
で
あ

り
、
従

い
難

い
。

(47
) 

松
岡
久
人
氏

が
注

(12
)
前

掲
書

一
九
二
頁

に
お
い
て

「和
泉

の
国

人
」
と

 

 
す
る

の
は
誤
植

で
あ
ろ
う
。
石
見

の
国
人
が
寝
返

っ
た

の
は
そ
れ

な
り
の
理
由

 

 
が
考

え
ら
れ

る
。
す

な
わ
ち
、
康
暦

二
年

(
=

二
八
〇
)、
弘

世

の
子
義

弘

・

 
 
満
弘
の
間
で
内
乱
が
起
こ
り
、
永
徳
元
年

(
=
二
八

一
)
六
月
頃
に
和
解
が
成

 
 
立
し
、
義
弘
の
家
督
が
確
立
し
、
満
弘
は
石
見
の
守
護
職
と
し
て
義
弘
に
協
力

 
 
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
石
見
で
は
ほ
ど
な
く
争

い
が
再
燃
し
、
満
弘
を

 
 
擁
す
る
益
田
氏
と
義
弘
と
の
交
戦
は
明
徳
四
年

(
=
二
九
三
)
ま
で
続
け
ら
れ

 
 
た
。
応
永
の
乱
後
、
幕
府
に
降
参
し
た
弘
茂
が
盛
見
の
討
伐
の
た
め
帰
国
す
る

 
 
に
際
し
、
益
田
氏
は
こ
れ
に
強
力
な
援
護
を
行

っ
て
い
る
。
(松
岡
久
人

「南

 
 
北
朝
室
町
期
石
見
国
と
大
内
氏
」
(『広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
三
二
巻

一
号
、

 
 
昭
48
・
1
)
)

(48
) 

『妙
光
寺
文
書
』
(『堺
市
史
 
第
四
巻
』
)
四
〇
頁

 
 
 
 
 

妙
光
寺
過
去
帳
端
書

 
 
當
時
開
畿
大
檀
那
也
 
義
弘
廟
所
位
牌
地
ニテ
有
之
候
事

 
 
弘
眞
下
野
守
戦
死
干
泉
州
堺
、
右
戒
名
年
號
月
日
死
所
墓
地
等
當
寺
二
有
之
由

 
 
申
傳

(中
略
)
義
弘
左
京
大
夫
剃
髪
號
有
繋
泉
州
堺
構
城
築
矢
倉
井
櫻
以
防
之
、

 
 
慮
永
六
卯
歳
十
二
月
二
十

一
日
戦
死
、
是
日
泉
州
堺
人
家

一
萬
間
焦
土
、
戒
名

 
 
香
積
寺
道
春
梅
窓
、
右
香
積
寺
者
周
防
二有
之
候
得
共
、
戦
死
之
節
直
二泉
州
堺

 
 
之
寺
院
二
葬
申
候
、
左
候
得
者
其
ノ跡
可
有
之
哉
、
寺
者
周
防
二後
二造
建
之
儀
ニテ

 
 
茂
在
之
哉
、
大
内
義
弘
左
京
大
夫
剃
髪
後
號
有
繋
鷹
永
六
卯
年
十
二
月
廿

一
日

 
 
戒
名
香
積
寺
道
春
梅
窓
大
居
士
、
凡
三
百
七
十
六
年
相
當
ル
、
義
弘
山
妙
光
寺

 
 
之
儀
者
四
百
年
已
前
二
只
今
ノ
地
ヨリ
道
武
町
西
境
内
有
之
、
則
今
二妙
光
寺
町
ト

 
 
申
町

一
町
今
二
有
、
只
今
之
寺
地
者
凡
開
山
ヨ
リ
百
八
十
鯨
年
二成
申
候
、
則
當
寺

 
 
鎮
守
妙
見
大
菩
薩
者
義
弘
公
之
守
本
尊
ニテ
有
之
候
事
、
今
二申
傳
候
也
、
今
々
二

 
 
安
置
仕
居
申
事
、
右
當
寺
遺
跡
有
之
古
跡
ニテ
御
座
候
事
、
時
二
安
永
三
丙
午
正

 
 
月
マデ
泉
州
堺
南
旅
籠
寺
町
義
弘
山
妙
光
寺
歴
代
十
二
世

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

遠
光
院
日
榮
代
置
改
也

 

 
な

お
、
妙
光
寺

は
慶

長
年
間

に
日
蓮
宗

に
改
宗
、
移
転

し
て
お
り
、

(『堺
市
史

 

 
第

七
巻

(別
編
)』
 

六
七
五
頁

)

こ
の
文
書

は
安
永

三
年

(
一
七
七

四
)

の

 

 
も
の
で
あ

る
の
で
、

こ

の
時
点

で
義
弘

が
何
処

に
埋
葬

さ
れ
て

い
た

か
に

つ
い

 

 
て
は
定

か
で
は
な

か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

(49
) 
注

(12
)
米

原
氏
前
掲
書
五
六

二
～

五
六
八
頁
。

氏
は
こ
こ

で
道
助

は
弘
茂

 

 
戦

死
後

に
幕
府

よ
り
所
領

を
召
し
上
げ

ら
れ
た
と
推
定
さ
れ

て
い
る
。
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(50
) 

道
助

は
義
弘

に
上
洛

を
勧

め
る
場
面
で

「
無
承
引
ば
忽
君
臣
の
義

に
背
き
朝

 
 
敵

と
成

べ
し
。

然
ば
当

家

の
滅
亡

時
刻
を
廻

す
べ
か
ら
ず

」

(『堺
記
』。

他
本

 
 
ほ
ぼ
同

じ
。
)

と
説

得
し

て

い
る
。
市
川
浩
史

氏

に
よ
れ
ば
、
朝
敵

の
概
念

は

 
 
足
利

政
権
確
立
期

に
お

い
て
、
室
町
将
軍
と
そ

の
傘
下

の
武
士
と

の
あ

る
べ
き

 
 
関
係

を
乱
し
、
武
士

が
将

軍

に
敵
対
す
る

こ
と
を
指
し
て

い
る
と

い
う

(「
「朝

 
 
敵
」
続
考

」

(『群
馬
県
立
女
子
大
学
国
文
学
研
究

』
第

一
六
号
、
平
8

・
3
))
。

 
 
こ
の
指
摘

は
応
永

の
乱

の
意
義
を
天
皇
家

の
手
を
借
り
ず

に
足
利
氏
単
独

で
反

 
 
逆

人
を
倒

し
、
天
下

を
静
誼
さ

せ
た
点
に
あ

る
と
す
る
今

谷
氏

の
論

(『室
町

 
 
の
王
権
』
中
公
新
書
、
平

2

・
7
 

九
四
～

九
六
頁
)
と
あ
わ
せ
て
興
味
深

い
。

(51
) 

『軍

記
と
語

り
物
』

四
号
、
昭

41

・
12
に
加
美
氏

に
よ

る
解
題

・
翻
刻

が
あ

 
 
る
。

(52
)

和

田
英
道

「
『嘉
吉

物
語
』

の
形
成
」

(『国

文
学
研
究
資
料

館
紀
要
』
第

一

 
 
号
、

昭
50

・
3
)

一
四
七
頁

(53
) 

筆
者

の
推
定
が
正

し
け
れ
ば
、
最
も
古
態
を
留

め
て
い
る
神
宮
本

か
ら

『堺

 
 
記
』

に
至
る
ま
で

の
期
間

は
十
年

に
満

た
な

い
こ
と
に
な
る
。

(
54
)

和

田
英
道

「室
町

軍
記
1

〈物
語
V

か
ら

〈記
〉

へ
ー
」

(『国
文
学
解
釈

と

 
 
鑑
賞
』

第
五
三
巻

=

二
号
、

昭
63

・
12
)

(55
) 
森

茂
暁

「周
防
大
内
氏

の
渡
来

伝
承
に
つ
い
て
 
ー

「鹿

苑
院
西
国
下
向
記
」

 
 
を
素

材

と
し
て
ー
」

(『
政
治
経

済
史
学
』

三
六
三
、
平
8

・
9
)
な
お
、
『鹿

 
 
苑
院

西
国
下
向
記
』

に
つ
い
て
触

れ
た
も

の
と
し
て
は
他

に
落
合
博

志

「
犬
王

 
 
の
時

代

ー

『鹿
苑
院

西
国
下
向
記
』

の
記
事

を
紹
介

し

つ
つ
ー

」

(『能
楽
研

 
 
究
』
第

一
八
号
、
平

6

・
3
)
が
あ
り
、
併

せ
て
参

照
さ
れ
た

い
。

一38一

 

〈付
記
〉

本
稿
は
平
成
十
年
十

二
月
二
十
日

の
伝
承
文
学
研
究
会
第
二
七
四
回
東
京
例
会

 
(於
 
学
習
院
大
学
)
で
の
口
頭
発
表
を
基
に
、
大
幅
な
加
筆
修
正
を
施
し
た
も

の
で
あ
る
。

席
上
懇
切
な
御
示
教
を
賜
っ
た
諸
氏
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(や
す
の
 
ひ
ろ
ゆ
き
)


